
27・６・15 ３

ご 注 意 を！

　平成 27 年度内において 1 回に限り、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の支給を実施します。
　支給対象となる可能性のある方へ、申請書を送付します（「臨時福祉給付金」は８月ごろ送付、「子育て世帯臨時特例給付金」は児童手当現況届
をかねた申請書を送付済み・公務員を除く）ので、必要事項を記入しご返送ください。
※昨年度と異なり、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」のどちらの要件にも該当する方は、両給付金を受けることができます。
その場合は両方の給付金について、それぞれ申請が必要です。
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　平成 27 年５月 31 日に市内在住で、６月分の児童手
当を受給している公務員の方は、市からご案内を送付し
ていません。昨年度同様、職場から「子育て世帯臨時
特例給付金申請書（請求書）」と「児童手当（特例給
付）受給状況証明書」が配布されます。

公務員の方へ 子育て世帯臨時特例給付金の申請方法

▪支給対象者
　次のすべての条件に該当する方

平成 27 年１月１日現在、清瀬市の住民であった（※）
平成 27 年度市民税（均等割）が非課税である
課税されている人の扶養親族になっていない
生活保護などの受給者ではない

▪支給額
　１人に付き 6,000 円（支給は１回限り）
▪給付金の受け取り方
　支給対象となる可能性のある方へ、8 月ごろに申請
書などを送付する予定です。申請書の送付後、郵送に
よる申請受け付けを行う予定です。詳細が決まり次第、
市報や市ホームページなどでお知らせします。

臨 時 福 祉 給 付 金 の 支 給 要 件

フクシカクニンジャ

臨時福祉給付金

コソダテカクニンジャ

▪支給対象者
平成 27 年６月分の児童手当を受給される方

【支給対象児童】
　支給対象者の平成 27 年６月分の児童手当の対象と
なる児童

※特例給付（児童手当の所得制限額以上の方に、児童 1 人当た
り月額 5,000 円を支給しているもの）を受給される方は、 対象
外です。

▪支給額
　支給対象児童１人に付き 3,000 円（支給は１回限り）
▪給付金の受け取り方
　今年度は、児童手当現況届と一緒に申請を受け付け
ます。支給対象となる可能性のある方へ、児童手当現
況届と一緒にご案内を送付しました。（公務員を除く）
　申請書がお手元に届き、支給要件に該当する場合は、
現況届の下欄に「子育て世帯臨時特例給付金に関する
申請欄」がありますので、申請書に必要事項を記入し、
同封の返信用封筒で返送してください。
▪申請期間
　12 月１日㈫まで（消印有効）。公務員の方は８月以
降に受け付け予定・右記参照）
※給付金の給付について受け付けた申請書は、審査を行い、
10 月中旬ごろに振り込み予定です。

※ 清 瀬 市 で は 、 8 月 以 降 に 受 け 付 け 予 定 。 詳 し く は 、
市 報 や 市 ホ ー ム ペ ー ジ で お 知 ら せ し ま す 。

子育て世帯臨時特例給付金の支給要件

子育て世帯
臨時特例給付金

　市役所や厚生労働省などが、下
記についてお願いすることは絶対
にありません。
◆ ATM の操作をお願いすること 
◆ ATM を自分で操作して、他人
からお金を振り込んでもらうこと 
◆両給付金の受給のために、手数
料などの振り込みを求めること 
◆市役所や厚生労働省などが市民
の皆さんの世帯構成などの個人情
報を照会すること 

両給付金を装った
“ 振り込め詐欺 ” や

“ 個人情報の不正入手 ”

　ご自宅や職場などに、市役所・
厚生労働省や、その職員などをか
たった不審な電話や郵便があった
場合は、防災防犯課防犯係☎ 497

・1848 や 東 村 山 警 察 署 ☎ 042・
393・0110（または警察相談専用
電話＃ 9110）にご連絡ください。

問合せ　臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の一般的な問い合わ
せについては、下記専用コールセンターをご利用ください。
▪清瀬市臨時給付金専用コールセンター
　電話　0120・999 ・334（平日午前９時から午後５時まで）
※ 厚 生 労 働 省 で も、 専 用 ダ イ ヤ ル 及 び 特 設 ホ ー ム ペ ー ジ http://
www.2kyufu.jp/ を設置しています。

担当課　臨時福祉給付金＝地域包括ケア推進課福祉総務係☎ 497・2056、
子育て世帯臨時特例給付金＝子育て支援課助成係☎ 497・2088

▪厚生労働省「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」専用ダ
　イヤル
 　電話　0570・037 ・192 （平日午前 9 時から午後 6 時まで）

臨 時 福 祉 給 付 金
子育て世帯臨時特例給付金
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①
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４
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＝
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９
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台
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８
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㈬
午
前
10
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午

場
所　

郷
土
博
物
館

対
象　

市
に
住
民
登
録
の
あ
る
40
歳
以

上
の
女
性（
昭
和
51
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
）で
、
昨
年
度
に
市
の

乳
が
ん
検
診
を
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け
て
い
な
い
方（
受

診
は
２
年
に
1
度
）。
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900
人

期
間　

８
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日
㈯
～
12
月
28
日
㈪

場
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織
本
病
院
・
複
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字
病
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・
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合
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ニ
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施
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診
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レ
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影
）
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２
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円

※
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４
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方
）は
無
料
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税
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料
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発

行
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生
活
保
護
世
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中
国
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留
邦

人
等
支
援
給
付
対
象
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提
出
す
れ
ば
無
料
。

申
込
み　

６
月
15
日
か
ら
７
月
15
日

【はがき記入例】

乳がん検診申込み

１ 住所
２ 氏名（ふりがな）
３ 生年月日
４ 電話番号
５ 受診希望
     医療機関名

204-8511

清瀬市 健康福祉部
健康推進課　行

表面 裏面

52円

【はがき記入例】

乳がん検診申込み

１ 住所
２ 氏名（ふりがな）
３ 生年月日
４ 電話番号
５ 受診希望
     医療機関名

204-8511

清瀬市 健康福祉部
健康推進課　行

表面 裏面

52円

【はがき記入例】

乳がん検診申込み

１ 住所
２ 氏名（ふりがな）
３ 生年月日
４ 電話番号
５ 受診希望
     医療機関名

204-8511

清瀬市 健康福祉部
健康推進課　行

表面 裏面

52円
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台
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す
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水
と
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の
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課
緑
と
公
園

係
☎
497
・
２
０
９
８

講
師　

は
た
お
り
伝
承
の
会
会
員

費
用　

２
千
円

持
ち
物
　
簡
単
な
裁
縫
道
具
・
筆
記
用

具申
込
み　

６
月
16
日
か
ら
電
話
で
郷
土

博
物
館
☎
493
・
８
５
８
５
へ

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
直
接
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
電
子
申
請
、

は
が
き（
左
記
記
入
例
参
照
）
を
郵
送

で
健
康
推
進
課
健
康
推
進
係
☎
497
・

２
０
７
５
へ

マンモグラフィは、手
で触っても分からない
早期がんも見つけるこ
とができます

受
診
し
よ
う
！

※ DV 被害者で、他の市区町村から転出の届け出をせず
に清瀬市にお住まいの方は、ご相談ください。

子ども 1 人に付き 3,000 円 1 人に付き 6,000 円


